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(57)【要約】
身体部部分を監視しかつ身体部分の内部構造の３次元画
像のデータ表示を作るために超音波に基づく画像化装置
（１）及びソフトウエア作動方法が与えられる。装置（
１）は携帯式であり、かつ身体部分を覆うための実質的
に弾性的なカバー（１Ａ）を備え、このカバーは制御ユ
ニット（１Ｂ）と接続されかつコンピューター装置に接
続可能である。カバーは、超音波トランシーバー（５）
のアレイを担持し、トランシーバーの各は、カバーによ
り覆われた領域内のある区域を照射するための超音波ビ
ームを放出し、そして照射区域の信号応答を検出する。
トランシーバー（５）は、間隔を空けられ平行な少なく
も２グループに配列される。各グループのトランシーバ
ーは、間隔を空けて離されて配列され、グループ内の各
２個のの隣接トランシーバー間の間隔は、隣接トランシ
ーバーにより照射される区域間に重なりがあるような間
隔である。
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【特許請求の範囲】  

    【請求項１】  身体部分を監視しかつ身体部分の内部構造の３次元画像のデ

ータ表示を作るための画像化装置であって、

  （ｉ）装置の作動位置にあるときに身体部分を覆うための実質的に弾性的なカ

バー、

  （ｉｉ）カバーと組み合わせられた制御ユニット、

  （ｉｉｉ）カバーに取り付けられ、各がカバーにより覆われた領域内のある区

域を照射し、照射された区域の信号応答を検出するために超音波のビームを放射

する超音波トランシーバーのアレイであって、間隔を空けて平行に置かれた少な

くも２グループのトランシーバーより構成されている前記トランシーバーのアレ

イを備え、各グループのトランシーバーが間隔を空けられた関係に配列され、か

つグループ内の隣接した各２個のトランシーバー間の間隔が、隣接トランシーバ

ーにより照射される区域間に重なりがあるような間隔である

前記画像化装置。

    【請求項２】  カバーは、カバーがその作動位置にある間、カバーにより包

まれたときに身体部分を覆うために、その非作動位置にあるときにその両端に２

個のファスナーが設けられたストラップの形式である請求項１による装置。

    【請求項３】  カバーが、身体部分の上に置かれるようにその両端において

開口したスリーブの形式である請求項１による装置。

    【請求項４】  カバーは、その非作動位置にあるときは、カバーが作動位置

にあるときに球状の部分を形成し得る円形である請求項１による装置。

    【請求項５】  トランシーバーの各が圧電式変換器を備える請求項１による

装置。

    【請求項６】  前記カバーに、装置の作動中、身体の表面と接触している内

部使捨て層が形成される請求項１による装置。

    【請求項７】  トランシーバーを作動させるための電源、及びトランシーバ

ーを逐次作動させるための同期装置ブロックを備える請求項１による装置。

    【請求項８】  身体部分を監視しかつ身体部分の内部構造の３次元画像のデ

ータ表示を作るための画像化装置、画像化装置を作動させるための制御ユニット
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、及び画像化装置により作られたデータを処理して前記３次元画像を構成しかつ

表示するために画像化装置に接続可能なコンピューター装置を備えた画像化シス

テムであって、

  （ｉ）装置の作動位置にあるときに身体部分を覆うための実質的に弾性的なカ

バー、

  （ｉｉ）カバーと組み合わせられた制御ユニット、

  （ｉｉｉ）カバーに取り付けられ、各がカバーにより覆われた領域内のある区

域を照射し、照射された区域の信号応答を検出するために超音波のビームを放射

する超音波トランシーバーのアレイであって、間隔を空けて平行に置かれた少な

くも２グループのトランシーバーより構成されている前記トランシーバーのアレ

イを備え、各グループのトランシーバーが間隔を空けられた関係に配列され、か

つグループ内の隣接した各２個のトランシーバー間の間隔が、隣接トランシーバ

ーにより照射される区域間に重なりがあるような間隔である

前記画像化システム。

    【請求項９】  身体部分の内部構造の３次元画像を得るためのに画像化方法

において、前記身体部分を覆いかつ少なくも２グループの超音波トランシーバー

を担持するカバーを有する画像化装置を使用し、グループ内の２個の局所的に隣

接した各トランシーバーにより照射される区域間に各重なりがある前記方法であ

って、

  （ａ）カバーにより覆われた領域内の対応区域を照射するために１グループ内

のトランシーバーの各を逐次作動させ、身体部分の３６０゜断面のデータ表示を

作り、

  （ｂ）少なくも１個の更なる３６０゜断面のデータ表示を作るように他方の少

なくも１グループに関して段階（ａ）を繰り返し、

  （ｃ）身体部分の内部構造の３次元画像を構成するために作られたデータを処

理する

諸段階を含む前記方法。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

    【発明の分野】

  本発明は、画像化技術におけるものであり、患者の器官を監視しかつその内部

構造の画像を表示するための超音波画像化装置に関する。

      【０００２】

    【発明の背景】

  超音波に基づく画像化技術は知られており、医療診断用として人体内の器官を

観察するために広く使用される。ある超音波システムは、電気信号を超音波に変

換する変換器のアレイ及び適切な信号受容手段を含んだ手持ち式のプローブを使

用する。このプローブは、患者の体内に適切に置かれ、対象領域内のある位置に

向かって超音波ビームが指向される。全領域を画像化するために、プローブは身

体に関して動かされ、これによりその領域の走査を提供する。これは、領域の２

次元画像を構成することができる。

      【０００３】

  超音波画像化システムの性能の改善を狙って種々の方法及び装置が開発され、

そして例えば米国特許４６２５５５５号、５２３５８５７号、及び５４３５３１

２号に明らかにされる。

      【０００４】

  米国特許４６２５５５５号は３個の超音波変換器を使った測定装置を明らかに

し、これにおいては、第１及び第２の変換器がこれらの間に対象物を挟んで互い

に反対側に配置され、第３の変換器からの伝搬線が第１及び第２の変換器を結ぶ

伝搬線と交差する。第２の変換器が対応時間の経過後に第１及び第３の変換器か

ら放射された超音波を受け取り、そして第１の変換器は関係の時間経過後に第３

の変換器から放射された超音波を受け取る。これの期間にも続いて、対象体の内

部の音響の伝搬速度の分布が測定される。

      【０００５】

  米国特許５２３５８５７号はリアルタイム３Ｄ医用超音波画像化機械を明らか

にし、これにおいては、１個の変換器又は変換器の２次元アレイが、受信器アレ
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イとともに明らかにされる。画像化される身体は、変換器及び受信器により定め

られる平面の外側に置かれる。

      【０００６】

  米国特許５４３５３１２号は音響画像化装置を明らかにし、これにおいては、

画像化すべき身体を少なくも部分的に囲むように、数個の平面及び検出手段がリ

ング状に配置される。各変換器は、信号を送信し、続いてその他の変換器により

散乱された波を受信するように作動する。この技法は、期間の１個のスライスの

画像化が可能である。

      【０００７】

    【発明の概要】

  従って、超音波に基づいた画像化の新規な方法及び装置を提供することにより

、超音波放射によるリアルタイム３Ｄ画像化を容易にするための技術が要求され

る。

      【０００８】

  本発明による装置は、特定された種類の通常の装置とは異なり、単純かつ携帯

可能な構造を有し、更に操作が容易（一般に、公知の血圧計と同様）である。こ

のため、屋外の怪我人の即時監視のため、又は患者の自宅における装置の使用が

可能である。このため、この装置は通常のコンピューター、例えば携帯式コンピ

ューター（ラップトップ）に接続され、典型的に使用者の自宅、救急車、医院、

又は病院で使うことができる。コンピューター装置は、画像化装置からくるデー

タを処理できる所定のソフトウエアアプリケーションがインストールされる。こ

の画像処理は、画像化装置に設けられた特別仕様のトランシーバーのため、複雑

なサンプリング手順は不要である。

      【０００９】

  用語「トランシーバー」は、放射（この場合は超音波）の送信器及び戻りの放

射の検出器（受信器）とより構成されたユニットを指す。

      【００１０】

  本発明の主要理念は、身体部分の内部構造の３Ｄマッピングを目的とし、装置

が作動状態にあるときに患者の器官（四肢）を覆い又は包むための弾性カバーに
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取り付けられたトランシーバーのアレイ（マトリックス）の設置に基づく。トラ

ンシーバーは間隔を空けられて平行なグループに配列され、各グループは数個の

間隔を空けられたトランシーバーを備える。（カバーが作動位置にあるときに円

形を形成する）グループ内の隣接したトランシーバーの各対が、全てのトランシ

ーバーにより画像化される全領域内のある区域の立体画像化を提供する。従って

、トランシーバーのかかる各グループは器官の３６０゜断面を提供し、これによ

り、ソフトウエアアプリケションによるデータ処理手順を実行して構造の３次元

画像を構成するためには、少なくも２グループのトランシーバーで十分である。

トランシーバーは制御ユニットに接続され、このユニットは、所定の方法でトラ

ンシーバーを電気的に作動させるためのソフトウエアアプリケションにより作動

させられる。トランシーバーの出力回路をコンピューター装置に直接、又は通信

回路網を介して接続することにより、トランシーバーからきたデータは処理され

、コンピューター装置のモニターに３Ｄ画像が構成され表示される。

      【００１１】

  画像はコンピューターのメモリに記憶することができ、これにより患者の身体

部分の内部構造における薬品により生ずるかも知れない変化を検出でき、また血

栓の時宜を得た検出を可能とする。

      【００１２】

  トランシーバーは信号を送り、そしてソフトウエアアプリケーションによりあ

らかじめ決められた要因、即ち、タイミング（シーケンス）、信号強度、及びパ

ルス持続時時間に従って信号を受ける。ソフトウエアアプリケーションは、トラ

ンシーバーから到来するデータに応答して、集められたサンプルのデータ表示を

処理し、そして集められたデータが構造の３次元画像を構成するに十分であるか

否かを判定する。受信したデータが十分であれば、ソフトウエアアプリケーショ

ンは、トランシーバーを作動させて完全な３Ｄ画像が構成されるまで更にサンプ

ルを集める。

      【００１３】

  本発明の広い一態様により、身体部分を監視しかつ身体部分の内部構造の３次

元画像のデータ表示を作るための画像化装置であって、
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  （ｉ）装置の作動位置にあるときに身体部分を覆うための実質的に弾性的なカ

バー、

  （ｉｉ）カバーと組み合わせられた制御ユニット、

  （ｉｉｉ）カバーに取り付けられ、各がカバーにより覆われた領域内のある区

域を照射し、照射された区域の信号応答を検出するために超音波のビームを放射

する超音波トランシーバーのアレイであって、間隔を空けて平行に置かれた少な

くも２グループのトランシーバーより構成されている前記トランシーバーのアレ

イを備え、各グループのトランシーバーが間隔を空けられた関係に配列され、か

つグループ内の隣接した各２個のトランシーバー間の間隔が、隣接トランシーバ

ーにより照射される区域間に重なりがあるような間隔である

前記画像化装置が提供される。

      【００１４】

  カバーは、カバーがその作動位置にあるときに球状部分を形成するように、そ

の非作動位置にあるときは円形である。カバーのこの設計は、婦人の腹部又は乳

房に適用することができる。カバーは、カバーで包まれた身体部分にカバーを固

定するために、その両端に２個のファスナーが設けられた開口スリーブの形式と

することができる。カバーは、身体部分の上に置かれるようにその両端において

開口したスリーブの形式（カフ）とすることができる。

      【００１５】

  一般に、本発明による装置時は、断面の２Ｄ画像を獲得し、そして身体部分（

四肢）の内部の３Ｄ構造を作る。３Ｄ画像は、通常のＰＣモニター又はラップト

ップモニターに与えられるであろう。一般に、画像は通常の方法で（即ち、コン

ピューターモニターに）、或いはバーチュアルリアリティにより、又はホログラ

ムに基づく技法により表示することができる。更に獲られた絵をコンピューター

マウス又は同等品の単純な走査によりディスプレイ上で回転させることができる

。柔軟なカバーの使用により、野外又は催し物の現場における緊急時における可

動性の高いシステムが可能となる。

      【００１６】

  本発明は、（事故の際でも）患者を動かす必要なしに検査（監視）することを
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可能とし、かつ野外における負傷の程度の正確かつ信頼し得る報告を可能とする

。３Ｄディスプレイ、特に空間的ディスプレイ又はその他の通常のモニターの使

用は、事前の外科的介入の必要なしに、四肢内部の損傷の形式及び性質の迅速な

識別を可能とする。本発明は、血管とその位置の識別、及びＩＶ血液検査の目的

での針の導入のため等に使用することができ。本発明は、外科的介入なしに四肢

及び内部配列の解剖学的構造又は組織構造における不整の容易な識別を可能とす

る。

      【００１７】

  本発明は、野外における負傷患者の健康状態の監視のため、或いは、例えば骨

粗鬆症、動脈硬化又は腫瘍のため、及び血液サンプル採取のために患者の自宅に

おいて有利に使用することができる。特に、本発明は、患者の健康の重要な要因

を監視するために患者の器官の変化を監視するための容易な方法及び柔軟な装置

を提供する。更にかかる装置は、装置の可搬性及び小型が非常に重要な場合であ

る戦場における負傷兵の処置に使用することができる。

      【００１８】

  本発明の別の態様により、コンピューター装置に接続し得る上の画像化装置を

備えた画像化システムが提供される。

      【００１９】

  画像処理を非常に単純化するために、トランシーバーを逐次作動させることが

好ましい。このために、制御ユニットは、トランシーバーへの電力供給を状況に

応じて行うための同期装置ブロックを備える。まず、スライス内の複数の区域を

照射し、これらのデータ表示を作るために第１グループのトランシーバーが逐次

作動される。このデータは、他の全てのグループのトランシーバーが逐次作動さ

れるまでコンピューター装置のメモリ内に記憶され、次いで、カバーで覆われた

全構造の３Ｄ画像を提供する適切なソフトウエアアプリケーションにより使用さ

れる。

      【００２０】

  そこで、本発明のなお別の態様により、身体部分の内部構造の３次元画像を得

るための画像化方法において、前記身体部分を覆いかつ少なくも２グループの超
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音波トランシーバーを担持するカバーを有する画像化装置を使用し、グループ内

の２個の局所的に隣接した各トランシーバーにより照射される区域間に各重なり

がある前記方法であって、

  （ａ）カバーにより覆われた領域内の対応区域を照射するために１グループ内

のトランシーバーの各を逐次作動させ、身体部分の３６０゜断面のデータ表示を

作り、

  （ｂ）少なくも１個の更なる３６０゜断面のデータ表示を作るように他方の少

なくも１グループに関して段階（ａ）を繰り返し、

  （ｃ）身体部分の内部構造の３次元画像を構成するために作られたデータを処

理する

諸段階を含む前記方法が提供される。

      【００２１】

    【好ましい実施例の詳細な説明】

  本発明を理解するため及びこれをいかに実行するかを知るために、好ましい実

施例が、付属図面を参照し、本発明を限定するものではない例示のみの方法によ

り説明されるであろう。

      【００２２】

  図１ａ及び１ｂを参照すれば、本発明により構成され作動される画像化装置１

が図式的に示される。装置１は、制御ユニット１Ｂ（アダプター）と組み合わせ

られた軽い弾性カバー１Ａより構成される。カバー１Ａは、その非作動位置（図

１ａ）にあるときは、装置の作動位置において患者の器官（図示せず）に巻き付

け得る開口したスリーブ（図１ｂ）を形成するように、その両端に２個の連結具

２ａ及び２Ｂ（例えばベルコファスナー）を有し形成されたストラップである。

スリーブは血圧計カフと似ていて、数層の布又はその他の柔軟な材料で作られる

。スリーブは装着が容易であってかつ種々の寸法の四肢に適合することができる

。

      【００２３】

  一般に５で示されたトランシーバーの２次元アレイがストラップ１Ａに取り付

けられ、各トランシーバーは圧電変換器よりなり、超音波を送信しかつ受信する
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。この例においては、２Ｄアレイ５は、ストラップ１Ａに沿って伸びている平行

でかつ間隔を空けられた４グループ（列）Ｒ1－Ｒ4から形成され、各グループは

間隔を空けて整列された６個のトランシーバーを備える。図示のように、トラン

シーバーＴ1
(1)－Ｔ6

(1)がグループＲ1を形成し、トランシーバーＴ1
(2)－Ｔ6

(2

)がグループＲ2を形成し、等々である。

      【００２４】

  特に示されないが、制御ユニット１Ｂは、トランシーバーを電気的に作動させ

るための電源、及び同期装置ブロックのような主要構成要素を備え、これの目的

は更に以下説明されるであろう。

      【００２５】

  図２によりよく見られるように、ストラップ１を（患者の四肢のような器官上

に装置を置くために）、開口スリーブを形成するその作動位置に転がすとき、各

列のトランシーバーがスリーブの周囲方向領域に沿って配列され、これにより患

者の四肢のまわりに円形アレイを形成する。

      【００２６】

  各グループのトランシーバーの作動により、四肢の３６０゜断面の検査をする

ことができる。トランシーバーの各が、画像化すべき領域内のある区域に向かっ

て伝搬する超音波放射（波）のビームＢを放射し、そしてこの区域から応答信号

Ｂ’を受け取る。これは、図面において、トランシーバーＴ1
(1)、Ｔ1

(3)－Ｔ6
(

3)に関して自明の方法で図面に例示される。同じく図に示されるように、各列の

トランシーバーは、互いに間隔を空けられ、このため２個の隣り合わせのトラン

シーバーから放射されたビームは、照射された区域間で多少の重なりを提供する

。一般に、グループ内の隣り合わった各２個のトランシーバーは、同じ位置（重

なった領域）の立体画像を作ることができる。

      【００２７】

  図３は、患者がその腕に装着し作動している装置１を示す。この例においては

、図１ａ－１ｂのストラップ１Ａは、ファスナーの必要なしに患者の四肢の上に

置けるように、両端１０Ａと１０Ｂとが開かれた弾性カフ（いわゆる閉鎖スリー

ブ）１０により置換される。
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      【００２８】

  図２に戻って、グループ内の全てのトランシーバーの作動は複数の画像化され

たセクターを作り、これにより３６０゜断面の作成を可能とする。少なく２グル

ープのトランシーバーを設けることにより、かかる３６０゜断面を同時に（即ち

、患者の器官に関する装置の同じカレント位置において）２個画像化することが

でき、これは、スリーブで覆われた患者の器官の内部構造の３Ｄ画像を再構成す

るために、適切な画像処理技法により処理することができる。

      【００２９】

  画像化装置の上述の構造のため、トランシーバー間、及びトランシーバーと画

像化すべき領域との間の距離を維持できる。従って、患者の動き、位置の移動及

び不随意な震えが検査の進行に影響を与えることはない。これが、この装置を嬰

児及び小児の検査に適したものとする。更に装置のスリーブ構造が、繰返し検査

の問題点を解決する。事実、トランシーバーの相対位置は（それ自体に関してだ

けでなく検査される身体部分に関しても）変化しないため、検査条件は全ての点

で同じであり、真の比較が可能である。スリーブの柔軟性と運動可能性のため、

検査している患者の身体又は四肢を動かす必要がない。スリーブは、検査すべき

身体部分（例えば、恐らくは障害を受けた部分）の周りに単に置くだけである。

これが、この装置を、内部の障害の大きさと程度とが不明の際の負傷者及び交通

事故者に対して適切な装置にする。

      【００３０】

  図４は、装置１により作られたデータを集めそして処理することができる適切

なソフトウエアアプリケーションのインストールされた通常のコンピューター装

置（ラップトップ型）１２に接続された画像化装置１を備えた画像化システムを

示す。

      【００３１】

  上に示されたように、制御ユニット１Ｂ（図１ａ）は、逐次画像化を提供する

ように電源を作動させる同期ブロック（即ち、タイミングシステム）を備える。

より特別には、（送信器と受信器とよりなる）各トランシーバーは所与の時間内

で超音波を送信しかつ受信して、受信した信号のデータ表示を作る。このデータ
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は、コンピューター装置１２の記憶ユーティリティ（データベース又はメモリ）

に送信される。同期装置ブロックが第１のグループＲ1内の全てのトランシーバ

ー（この例では６個のトランシーバー）を逐次作動させるように電源を作動させ

、画像化された全ての区域の音響応答のデータ表示が記憶用ユーティリティに送

信される。次いで、コンピューター装置にインストールされた画像処理ユーティ

リティ（適切なソフトウエアアプリケーション）が、（先に記憶されたデータを

使って）第１の断面の画像を作るように作動する。同じ方法で、ソフトウエアア

プリケーションが、集められたトランシーバーのグループＲ2、Ｒ3及びＲ4のト

ランシーバーにより作られたデータを処理する。

      【００３２】

  ４個の画像断面に関する情報が作られコンピューター装置のメモリにより記憶

される。次の作動段階において、４個の断面の記憶された情報を使用して３Ｄ画

像が構成され、そして画像がコンピューター装置のモニター上に表示される。こ

の操作手順は、監査の際に器官／四肢内の運動のイリージョンを（あるならば）

リアルタイムで作るために複数の断面の３Ｄ画像の連続した流れを作るに十分に

早い。

      【００３３】

  従って、本発明の技法は、一連のスライス画像から器官の内部構造の３次元画

像（絵）の創作を提供する。前記スライス画像の各は、３６０゜断面画像の形式

のものである。

      【００３４】

  トランシーバーが患者の器官のまわりを囲むときにその幾つかが重なった場合

は、システムは、重なっている受信器の一番上のものは無視するであろうことに

注意すべきである。これは、システムの自己校正中に決定される。

      【００３５】

  構成された画像のデータ表示は、コンピューター１２からコンピューターネッ

トワークを通して中央医療ステーションに送信し得ることに注意すべきである。

或いは、画像化装置の制御ユニットは、集められたデータを電話通信回路網を介

して中央ステーションに送信するための適切な通信用ユーティリティを備えるこ
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とができる。

      【００３６】

  図５を参照すれば、患者の血管を位置決めし、そして患者の血管の構造を連続

的に画像化しながら、注射器１６の針１４を、スリーブ１Ａに設けられた開口１

８を介して患者の血管に向けて案内するように本発明の画像化装置１を応用する

例が示される。構造の３Ｄ画像ＩＭが、針と血管（ここでは図示されない）とを

示しているコンピューターのモニター１９上に表示される。かかる装置は、患者

の血管が隠されたときに特に有用であり、点滴装置を設定するため又はその他の

処置のために、患者及び看護婦の便宜のために病院において本格的に使うことが

できる。

      【００３７】

  特別に示されないが、スリーブは内部の使捨ての殺菌用部材を含み得ることに

注意すべきである。

      【００３８】

  図６の例に示されるように、スリーブ２０を膨張可能とすることができる。こ

のため、スリーブ２０は、上述のスリーブ１Ａ（図１ａ－１ｂ）又はスリーブ１

０（図３）と一般に同様に構成されるが、典型的に血圧計カフとともに使用され

る通常の空気圧組立体（ポンプ）２２の手段により空気（膨張）を導入し得る中

空層を追加して設けることができる。

      【００３９】

  図７に示された本発明の別の例により、画像化装置の弾性カバーは、妊婦の腹

部又は婦人の乳房を覆うに適したドーム状の開口スリーブ（カップ）３０の形式

である。カップ３０は、寸法を変え得る実質的に柔軟／弾性材料で作られ、そし

て婦人の腹部を覆いたいときは、背中で結んでカップを固定するためのストラッ

プ３２が形成される。これにより、一般にＴにおけるセンサーの最適位置決めを

達成することができる。この位置は、この例においては、カップの頂部から半径

方向に伸びている数グループに配列される。

      【００４０】

  本技術熟練者は、特許請求の範囲により定められた本発明の範囲から離れるこ
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となく、以上例示された本発明の諸実施例に種々の変更及び変化を適用すること

ができる。

【図面の簡単な説明】

    【図１ａ及び１ｂ】

  本発明による画像化装置の一例を図式的に示す。

    【図２】

  図１ａ－１ｂの装置が作動位置にあるときのトランシーバーの配列を特に示す

。

    【図３】

  本発明の別の例による画像化装置の図式的な図である。

    【図４】

  本発明の画像化装置を使用する画像化システムも図式的な図である。

    【図５】

  患者の血管を位置決めしかつ患者の血管に向かって注射針を案内するために適

用された本発明の画像化装置を示す。

    【図６】

  画像化すべき身体部分を覆う膨張可能なカバーを使用する本発明の画像化装置

になお別の例を示す。

    【図７】

  婦人の腹部を監視するために使用されるように設計された本発明の画像化装置

を示す。
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【図１Ａ】

【図１Ｂ】
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【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】
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【国際調査報告】
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